
申込業者

条件

①
地方自治法施行令第１６７条の第４第１項又は第２項に定め
る要件に該当しない者。

該当しない 該当しない 該当しない

②
民事再生法（平成11年法律第225号）第２１条第１項又は第２
項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は
申立てをなされていない者であること。

該当しない 該当しない 該当しない

③

会社更生法（平成14年法律第154号）第１７条第１項又は第２
項の規定による更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規
定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧
更生事件」）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和27
年法律第172号。以下「旧法」という。）第３０条第１項又は第２
項の規定による更生手続開始の申立てを含む。（以下「更生
手続開始の申立て」という。）をしていない者又は更生手続開
始の申立てをなされていない者であること。

該当しない 該当しない 該当しない

④

一般競争入札の公告の日（以下「公告の日」という。）までに、
建設業法（昭和24年法律第100号）別表第一の上欄に掲げる
建設工事の種類（以下「業種」という。）のうち発注工事に対応
する業種（以下「対応業種」という。）について、同法第３条第６
項に規定する一般建設業又は特定建設業の許可を公告の日
までに受けた者であること。

平成○年○月○日
大臣 特ー○
第○○号

平成○年○月○日
大臣 特ー○
第○○号

平成○年○月○日
大臣 特ー○
第○○号

⑤
対応業種について、入札日から１年７ヶ月以内の審査基準日
とする建設業法第２７条の２３の規定による経営事項審査（以
下「経営事項審査」という。）を受けていること。

審査基準日
平成○年○月○日

審査基準日
平成○年○月○日

審査基準日
平成○年○月○日

⑥

入札参加募集の公告の日から入札を実施する日までの期間
において建設業法による営業停止の行政処分等を受けてい
ない者。（行政処分等とは、建築業法に基づく営業停止の他、
「大阪府建築工事等入札参加停止要綱」による入札参加停止
等の措置をいう）

受けていない 受けていない 受けていない

⑦
入札を実施する前に、法人等に対して建設工事費を提示し、
又は、建設工事費について交渉を行うなど、正常な一般競争
入札の執行を妨げる営業活動等を行うおそれがない者。

該当しない 該当しない 該当しない

⑧

当法人の理事長又は理事若しくはこれらの者の親族（６親等
以内の血族、配偶者又は３親等以内の姻族。以下「親族等」
という。）が役員に就いている業者など、当該法人の理事長又
は理事等が特別の利害関係を有する業者でない者。

該当しない 該当しない 該当しない

⑨
対象工事に係る設計業務等の受注者でなく当該受注者と資
本又は人事面において関連がない者。

該当しない 該当しない 該当しない

⑩
建築工事一式に係る経営事項審査の結果の総合評定値（Ｐ
点）が７００点以上で、資本金が４０，０００千円以上の者。（入
札参加資格登録時の総合評点とすること。）

総合評定値（Ｐ点）
○○○点
資本金
○○○○千円

総合評定値（Ｐ点）
○○○点
資本金
○○○○千円

総合評定値（Ｐ点）
○○○点
資本金
○○○○千円

⑪
大阪府補助金交付規則第２条第２号イ～ハに定める要件（暴
力団関係者等）に該当しない者。

該当しない 該当しない 該当しない

⑫ 大阪府内に本支店を有する者。 該当する 該当する 該当する

適 否 適総合適否

入 札 参 加 業 者 資 格 適 合 表

○○工務店 ××組 △△建設


